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少
年
の
拘
禁
体
制
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
五
月

二
四
日
の
通
達
（
１
）

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
（
訳
）

は
し
が
き

少
年
の
拘
禁
体
制
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
五
月
二
四
日
の
通
達

序
論

Ⅰ
｜
被
拘
禁
少
年

Ⅱ
｜
少
年
に
特
化
し
た
行
刑
施
設
ま
た
は
少
年
区
画
へ
の
若
年
成
人
の

例
外
的
据
置
（
以
上
、
本
号
）

Ⅲ
｜
被
拘
禁
少
年
に
働
き
か
け
る
者

Ⅳ
｜
拘
禁
体
制

Ⅴ
｜
出
所
計
画
の
策
定
及
び
刑
の
修
正

Ⅵ
｜
被
拘
禁
少
年
に
適
用
さ
れ
る
懲
戒
体
制

は
し
が
き

本
資
料
は
、

少
年
の
非
拘
禁
体
制
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
五
月

二
四
日
の
通
達１

）」
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
日
本
で
は
、
法
制
審
議
会
少
年
法
・
刑
事
法
（
少
年
年

齢
・
犯
罪
者
処
遇
関
係
）
部
会
に
お
い
て
、
少
年
法
適
用
年
齢
の
引

下
げ
の
是
非
と
と
も
に
、
若
年
者
に
対
す
る
刑
事
法
制
の
あ
り
方
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。
議
論
は
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
（
第
一
分
科
会

〜
第
三
分
科
会
）
に
分
か
れ
て
進
め
ら
れ
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一

九
日
、

中
間
報
告
」
が
出
さ
れ
た２

）。
そ
の
後
、
二
〇
一
八
年
二
月

一
六
日
に
は
、
各
分
科
会
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
中
間
報
告

⑵
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る３

）。

第
一
分
科
会
の
「
中
間
報
告
⑵
」
で
は
、

若
年
受
刑
者
に
対
す

る
処
遇
原
則
の
明
確
化
、
若
年
受
刑
者
を
対
象
と
す
る
処
遇
内
容
の

充
実
、
少
年
院
受
刑
の
対
象
範
囲
及
び
若
年
受
刑
者
に
対
す
る
処
遇

調
査
の
充
実
」
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
若
年
受
刑
者
の

改
善
更
生
の
た
め
に
処
遇
を
充
実
さ
せ
る
必
要
性
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

加
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
少
年
司
法
及
び
少
年
矯
正
に
お
け
る
知
見
や

方
法
の
活
用
と
と
も
に
、
若
年
受
刑
者
に
対
す
る
処
遇
原
則
の
明
確

化
及
び
社
会
復
帰
支
援
の
規
定
の
必
要
性
も
示
さ
れ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
処
遇
原
則
及
び
社
会
復
帰
支
援
規
定
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
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て
は
、
今
後
の
課
題
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
毎
年
、
二
〇
〇
人
前
後
の
少
年
が
拘
禁
刑
に
服

し
て
い
る４

）。
こ
れ
ら
の
少
年
は
、
少
年
に
特
化
し
た
施
設
ま
た
は
刑

事
施
設
の
少
年
区
画
に
収
容
さ
れ
る
。
こ
の
収
容
体
制
の
あ
り
方
を

具
体
的
に
規
定
す
る
の
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
、

少
年
の
拘
禁

体
制
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
五
月
二
四
日
の
通
達
」
で
あ
る
。

第
一
分
科
会
の
「
中
間
報
告
⑵
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
若
年
受

刑
者
に
対
し
、
少
年
院
で
の
知
見
・
施
設
の
活
用
が
有
効
で
あ
る
と

の
見
方
は
、
ま
さ
に
、
若
年
受
刑
者
を
少
年
と
連
続
し
た
存
在
と
し

て
捉
え
、
少
年
に
対
す
る
処
遇
の
有
効
性
を
、
若
年
受
刑
者
に
も
認

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
被
少
年
拘
禁
者
の
体
制
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る

若
年
受
刑
者
処
遇
の
参
考
と
な
ろ
う
。

以
下
、
本
通
達
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
翻
訳
に
当
た
っ

て
は
、
井
上
宜
裕
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
）
、
及
び
、

大
貝
葵
（
金
沢
大
学
人
間
社
会
研
究
域
法
学
系
准
教
授
）
が
共
同
し

て
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
で
逐
語
的
に
再
検
討
し
つ
つ
、

全
体
の
訳
語
や
表
現
の
統
一
を
図
っ
た
。

（
大
貝
葵
）

少
年
の
拘
禁
体
制
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
五
月
二
四

日
の
通
達

国
璽
尚
書
、
司
法
大
臣
、

権
限
付
与
と
し
て

行
刑
機
関
の
地
域
間
局
長
殿

少
年
司
法
保
護
局
地
域
間
局
長
殿

行
刑
施
設
長
殿

少
年
司
法
保
護
局
地
域
局
長
殿

情
報
提
供
と
し
て

控
訴
院
院
長
殿

控
訴
院
付
検
事
長
殿

大
審
裁
判
所
長
殿

大
審
裁
判
所
付
共
和
国
検
事
殿

国
立
行
刑
学
院
長
殿

国
立
少
年
司
法
保
護
学
院
長
殿

根
拠
規
定

｜
犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
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四
五

一
七
四
号

｜
司
法
の
た
め
の
方
向
づ
け
及
び
計
画
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
九
月

九
日
の
法
律
第
二
〇
〇
二

一
一
三
八
号

｜
犯
罪
性
の
進
展
に
司
法
を
適
応
さ
せ
る
た
め
の
二
〇
〇
四
年
三
月

九
日
の
法
律
第
二
〇
〇
四

二
〇
四
号

｜
行
刑
に
関
す
る
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
法
律
第
二
〇
〇
九

一
四
三
六
号

｜
刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七

六

一
八
条
、
第
R.
五
七

七
条
乃
至

第
R.
五
七

七

六
三
条
、
第
R.
五
七

九

九
条
乃
至
第
R.
五
七

九

一
七
条

｜
行
刑
施
設
の
標
準
的
内
部
規
則
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
四
月
三
〇

日
の
デ
ク
レ
第
二
〇
一
三

三
六
八
号

｜
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
五
三
条
、
第
D.
五
五
条
、
第
D.
七
四
条
、
第

D.
七
六
条
、
第
D.
八
〇
条
、
第
D.
一
四
六

三
条
、
第
D.
一
七
七
条
、

第
D.
三
六
二
条
及
び
第
D.
五
一
四
条
乃
至
D.
五
二
一

一
条

｜
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
一
四
七

六
条
乃
至
第
D.
一
四
七

三
〇

一

八
条

｜
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
一
四
七

三
〇

一
九
条
乃
至
第
D.
一
四
七

三
〇

六
一
条

｜
刑
事
訴
訟
法
典
第
A.
四
三

二
条
及
び
第
A.
四
三

三
条

｜
被
拘
禁
少
年
の
教
育
に
関
す
る
一
九
九
八
年
五
月
二
五
日
の
国
民

教
育
省
・
司
法
省JU

S
E

通
達
第
九
八

七
四
〇
〇
七
六
Ｎ
号

｜
被
拘
禁
者
を
援
助
す
る
弁
護
人
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
四
月
二
日

のS
A
D
JP
V
-JU

S
J

通
達
第
〇
二
九
〇
〇
〇
二
Ｃ
号

｜
被
収
容
少
年
の
公
衆
衛
生
上
の
ケ
ア
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
五
月

一
三
日
のD

G
S
/D
H
O
S
/D
A
P
/D
P
JJ /M

C

一
各
省
間
通
達
第
二

〇
〇
八

一
五
八
号

｜
刑
事
的
枠
組
に
お
け
る
教
育
活
動
の
方
向
性
に
関
す
る
二
〇
一
〇

年
二
月
二
日
のD

P
JJ

通
達
第JU

S
F

一
〇
五
〇
〇
〇
一
Ｃ
号

｜
刑
の
宣
告
及
び
刑
の
修
正
に
関
す
る
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日

の
行
刑
法
の
規
定
説
明
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
〇
日
の

JU
S
.D

通
達
第
一
〇
二
八
七
五
三
Ｃ
号

｜
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
行
刑
法
第
二
〇
〇
九

一
四
三
六

号
及
び
刑
の
あ
ら
ゆ
る
修
正
が
な
い
場
合
の
拘
禁
刑
終
了
の
執
行
態

様
に
関
す
る
デ
ク
レ
第
二
〇
一
〇

一
二
七
八
号
に
由
来
す
る
刑
事

訴
訟
法
典
第
七
二
三

二
八
条
の
規
定
説
明
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年

一
二
月
三
日
の
通
達
第JU

S
D

一
〇
三
一
一
五
二
Ｃ
号

｜
被
拘
禁
者
の
監
督
方
法
に
関
す
る
二
〇
一
一
年
四
月
一
四
日
の
通

達
第JU

S
K

一
一
四
〇
〇
二
二
Ｃ
号

｜
被
拘
禁
成
人
の
懲
戒
体
制
に
関
す
る
二
〇
一
一
年
六
月
九
日
の
通

達
第JU

S
K

一
一
四
〇
〇
二
四
Ｃ
号

｜
行
刑
環
境
に
お
け
る
教
育
に
関
す
る
二
〇
一
一
年
一
二
月
八
日
の

少年の拘禁体制に関する二〇一三年五月二四日の通達（１)（フランス刑事立法研究会（訳）)
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指
導
通
達M

E
N
E

一
一
三
五
二
四
九
Ｃ
第
二
〇
一
一

二
三
九
号

｜
被
拘
禁
者
の
行
刑
施
設
に
お
け
る
方
向
づ
け
に
関
す
る
二
〇
一
二

年
二
月
二
一
日
の
通
達
第JU

S
K

一
二
四
〇
〇
〇
六
Ｃ
号

｜
刑
事
訴
訟
法
典
第
七
四
一

一
条
及
び
第
D.
五
四
五
条
の
規
定
を

被
有
罪
宣
告
少
年
に
適
用
す
る
態
様
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
二
月
二

八
日
のD

P
JJ

通
達
第JU

S
F

一
二
〇
六
九
四
四
Ｃ
号

｜
司
法
の
手
に
あ
る
者
及
び
司
法
的
保
護
下
に
あ
る
少
年
に
向
け
ら

れ
る
文
化
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
五
月
三

日
の
文
化
省
及
び
司
法
省
通
達

｜
被
拘
禁
者
の
保
健
衛
生
上
の
ケ
ア
に
関
す
る
方
法
論
的
指
針
（
二

〇
一
〇
年
一
〇
月
）

｜
少
年
の
受
入
れ
を
認
可
さ
れ
た
施
設
の
行
刑
分
布
図
に
関
す
る
二

〇
〇
六
年
四
月
四
日
のD

A
P
-S
D
2

通
知
第
一
一
一
号

｜
少
年
に
特
化
し
た
行
刑
施
設
の
将
来
の
防
御
及
び
保
護
手
段
に
関

す
る
二
〇
〇
六
年
一
一
月
三
日
のD

A
P
-E
M
S
2

通
知
第
三
五
〇
号

｜
少
年
の
た
め
の
行
刑
施
設
に
お
け
る
教
育
機
関
の
組
織
に
関
す
る

二
〇
〇
七
年
三
月
五
日
のD

A
P
-D
G
E
S
C
O

通
知
第
二
〇
〇
七

〇

五
四
号

｜
被
収
容
少
年
の
強
化
さ
れ
た
監
督
の
実
施
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年

一
〇
月
一
三
日
のD

P
JJ

通
知

｜
被
拘
禁
少
年
に
適
合
し
た
自
殺
可
能
性
の
新
た
な
評
価
枠
組
の
使

用
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
三
日
のD

A
P
-D
P
JJ

通
知

｜
情
報
共
有
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
六
日
のD

P
JJ

通
知

｜
少
年
の
た
め
の
行
刑
施
設
に
お
け
る
教
育
機
関
の
組
織
に
関
す
る

二
〇
〇
九
年
四
月
二
三
日
のD

G
E
S
C
O

通
知
。
教
育
年
度
の
期
間
。

｜
被
収
容
少
年
及
び
親
権
に
関
す
る
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
六
日
の

D
A
P

通
知
第
〇
一
二
七
三
号

｜
被
拘
禁
少
年
に
適
用
さ
れ
る
秩
序
措
置
（M

B
O

）
に
関
す
る
二

〇
一
二
年
三
月
一
九
日
のD

A
P
-D
P
JJ

通
知

廃
止
条
文

｜
少
年
に
特
化
し
た
行
刑
施
設
（E

P
M

）
の
利
用
に
関
す
る

D
A
P
-D
P
JJ

方
法
論
的
指
針
（
二
〇
〇
七
）

｜
少
年
の
拘
禁
体
制
に
関
す
る
二
〇
〇
七
年
六
月
八
日
の
通
達
第

JU
S
K

〇
七
四
〇
〇
九
七
Ｃ
号

｜
拘
禁
状
態
に
あ
る
少
年
を
対
象
と
し
た
作
業
に
関
す
るD

A
P

指

針
（
二
〇
〇
一
）

適
用
日：

即
日

付
属
文
書：

資
料

資 料
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序
論犯

罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第

四
五

一
七
四
号
は
、
教
育
的
措
置
優
先
の
原
則
を
打
ち
立
て
て
い

る
。
従
っ
て
、
刑
罰
の
言
渡
し
、
特
に
、
自
由
剥
奪
刑
の
言
渡
し
は
、

例
外
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
一
条
は
、
第
四
項

で
「
勾
留
は
、
拘
置
所
（m

a
iso
n
 
d
’a
rret

）
の
特
別
区
画
ま
た
は

少
年
に
特
化
し
た
行
刑
施
設
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
。
被
拘
禁
少
年

は
、
可
能
な
限
り
、
夜
間
独
居
に
付
さ
れ
る
。
一
三
歳
以
上
一
六
歳

未
満
の
少
年
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
り
定
め
ら
れ

る
条
件
の
下
、
拘
禁
状
態
に
お
い
て
エ
デ
ュ
カ
ト
ゥ
ー
ル
の
配
置
が

保
障
さ
れ
る
施
設
で
、
か
つ
、
成
人
の
被
拘
禁
者
と
の
完
全
な
分
離

が
保
障
さ
れ
る
施
設
に
お
い
て
の
み
拘
禁
に
付
さ
れ
う
る
」
と
規
定

す
る
。
こ
れ
ら
の
分
離
原
則
は
、
被
拘
禁
少
年
（
少
年
及
び
少
女
）

全
て
に
適
用
さ
れ
る
。
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇

二
条

の
最
終
項
は
、
被
有
罪
宣
告
少
年
に
つ
き
、

拘
禁
刑
は
、
少
年
区

画
ま
た
は
少
年
に
特
化
し
た
行
刑
施
設
に
お
い
て
科
さ
れ
る
」
と
規

定
す
る
。

他
方
で
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
行
刑
法
第
二
〇
〇
九

一
四
三
六
号
は
、
第
六
〇
条
に
お
い
て
、
就
学
上
の
義
務
に
服
さ

な
い
被
拘
禁
少
年
は
、
教
育
的
性
質
を
帯
び
た
活
動
に
出
席
す
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
原
則
を
打
ち
立
て
て
い
る
。
少
年
に

特
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
同
法
の
他
の
規
定
は
、

特
に
懲
戒
に
関
し
て
、
少
年
の
拘
禁
体
制
を
修
正
し
、
そ
し
て
、
少

年
の
権
利
を
行
使
す
る
条
件
に
つ
い
て
精
確
に
示
し
て
い
る
。

本
通
達
は
、
拘
禁
体
制
及
び
被
拘
禁
少
年
の
懲
戒
に
関
し
て
刑
事

訴
訟
法
典
を
修
正
す
る
二
〇
〇
七
年
五
月
九
日
及
び
一
一
日
の
デ
ク

レ
第
二
〇
〇
七

七
四
八
号
、
第
二
〇
〇
七

七
四
九
号
及
び
第
二
〇

〇
七

八
一
四
号
の
三
つ
の
デ
ク
レ
、
並
び
に
、
行
刑
法
の
適
用
を

も
た
ら
し
刑
事
訴
訟
法
典
を
修
正
す
る
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
三
日

の
デ
ク
レ
第
二
〇
一
〇

一
六
三
四
号
及
び
第
二
〇
一
〇

一
六
三
五

号
に
由
来
す
る
、
少
年
の
拘
禁
体
制
の
提
示
を
目
的
と
し
て
い
る
。

本
通
達
は
、
被
拘
禁
少
年
の
ケ
ア
を
担
当
す
る
行
刑
機
関
及
び
少
年

司
法
保
護
局
（P

JJ

）
の
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
条
文
の
実
施
に

必
要
と
な
る
指
針
を
与
え
る
。

成
人
の
拘
禁
体
制
は
、
い
か
な
る
特
別
な
規
定
も
な
い
場
合
、
少

年
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅰ
｜
被
拘
禁
少
年

刑
事
訴
訟
行
為
に
関
し
て
は
、
非
難
さ
れ
る
行
為
の
実
行
日
に
お

け
る
少
年
の
年
齢
を
考
慮
し
て
、
未
成
年
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

反
対
に
、
少
年
の
拘
禁
体
制
は
、
拘
禁
開
始
日
及
び
拘
禁
中
、
一
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八
歳
未
満
で
あ
っ
て
、
未
決
拘
禁
の
対
象
と
な
る
者
、
ま
た
は
、
少

年
裁
判
所
に
よ
っ
て
有
罪
宣
告
を
受
け
る
者
に
適
用
さ
れ
る
。

１
・
１
｜
被
告
少
年
の
拘
禁
場
所
の
選
択

１
・
１
・
１
｜
一
般
原
則

少
年
は
、
今
後
、
異
な
っ
た
二
つ
の
施
設
に
収
容
さ
れ
う
る
。

｜
行
刑
施
設
の
少
年
区
画
（Q

M

）、

｜
少
年
に
特
化
し
た
行
刑
施
設
（E

P
M

）。

E
P
M

及
び
行
刑
施
設
のQ

M
の
リ
ス
ト
は
、
司
法
大
臣
の
ア
レ

テ
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
A.
四
三

二
条
及
び
第

A.
四
三

三
条
）

少
年
の
割
振
り
（o

rien
ta
tio
n

）
は
、
可
能
な
限
り
、
以
下
の

点
を
考
慮
し
つ
つ
、
少
年
の
個
別
的
利
益
に
関
連
づ
け
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

｜
教
育
的
ケ
ア
及
び
職
業
教
育
に
関
す
る
需
要
、

｜
少
年
の
日
常
生
活
の
場
所
、

｜
書
類
を
保
管
す
る
裁
判
所
の
近
さ
。

教
育
的
指
導
ま
た
は
出
所
計
画
の
準
備
と
い
う
観
点
か
ら
、
少
年

が
最
も
適
し
た
条
件
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
、E

P
M

は
、
特
に
刑

事
手
続
に
お
い
て
、
長
期
間
の
拘
禁
が
予
測
さ
れ
う
る
場
合
に
優
先

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、Q

M

と
い
う
選
択
肢
は
、
近
い
う
ち
に
外
部
引
致
の
必

要
が
あ
る
短
期
間
の
拘
禁
状
況
に
よ
り
よ
く
対
応
す
る
（
例
え
ば
、

少
年
裁
判
所
へ
の
即
時
召
喚
手
続
）。

少
年
の
独
居
原
則
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七

九

一
二
条
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。
受
入
れ
施
設
の
収
容
能
力
が
、
あ
ら
ゆ
る

少
年
配
置
決
定
に
前
置
し
て
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

に
は
、
施
設
内
で
の
人
の
流
れ
に
関
す
る
実
際
の
運
営
政
策
を
必
要

と
し
、
裁
判
官
へ
の
事
前
の
情
報
伝
達
作
業
を
必
要
と
す
る
。
従
っ

て
、
施
設
長
は
、
少
な
く
と
も
週
に
一
度
、
控
訴
院
管
轄
の
司
法
官

に
（
共
和
国
検
事
、
少
年
係
判
事
、
予
審
判
事
、
自
由
と
拘
禁
判

事
）、
新
た
な
被
拘
禁
者
を
受
入
れ
る
た
め
に
利
用
可
能
な
空
き
数

を
伝
達
す
る
。

１
・
１
・
２
｜
原
則
の
実
施

刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
五
三
条
は
、
施
設
の
地
理
的
位
置
に
か
か
わ

ら
ず
、
少
年
に
特
化
し
た
行
刑
施
設
に
少
年
を
収
容
す
る
可
能
性
を

規
定
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
手
続
書
類
を
付
託
さ
れ
た
裁
判
官
は
、
当
該
裁
判
所
の

管
轄
に
あ
る
行
刑
施
設
のQ

M

、
最
も
近
い
行
刑
施
設
のQ

M

、
ま

た
は
、
六
つ
のE

P
M

の
一
つ
に
少
年
を
配
置
す
る
こ
と
が
可
能
で
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あ
る
。

勾
留
状
請
求
を
伴
っ
た
釈
放
の
枠
内
で
（
犯
罪
少
年
に
関
す
る
一

九
四
五
年
二
月
二
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
二
条
及
び
第
一
四

二
条
）、

判
事
が
少
年
を
拘
禁
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
場
合
に
備
え
、P

JJ

の

教
育
機
関
は
、
教
育
的
提
案
に
加
え
、
少
年
の
状
況
を
可
能
な
限
り

最
も
よ
く
考
慮
し
た
拘
禁
場
所
に
少
年
を
配
置
で
き
る
よ
う
な
デ
ー

タ
を
司
法
官
に
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
少
年
の
人
格
、
家
族

関
係
の
維
持
、
拘
禁
場
所
に
お
け
る
可
能
な
教
育
計
画
、
職
業
教
育

の
展
開
）。

司
法
当
局
は
、
拘
禁
期
間
中
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
二
九
七
条
以

下
に
従
っ
て
司
法
移
送
を
命
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
拘
禁
場
所
を
修
正

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

拘
禁
状
況
に
お
い
て
、
学
際
的
チ
ー
ム
（
少
な
く
と
も
、
行
刑
施

設
、
少
年
司
法
保
護
局
、
及
び
、
国
民
教
育
省
の
構
成
員
か
ら
な

る
）
は
、
裁
判
官
に
宛
て
て
施
設
変
更
の
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
当
該
提
案
は
、
施
設
長
か
ら
の
理
由
を
付
さ
れ
た
報
告
書
と
い

う
形
態
を
と
り
、

司
法
上
の
）
予
審
の
任
を
負
う
裁
判
官
に
送
付

さ
れ
る
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
五
三
条
第
四
項
）。

１
・
２
｜
被
有
罪
宣
告
少
年
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
配
置

成
人
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
配
置
に
関
す
る
規
則
は
、
少
年

に
も
適
用
さ
れ
る
。
但
し
、
一
定
の
特
殊
性
が
存
在
す
る
。
施
設
の

割
振
り
（o
rien

ta
tio
n

）
と
配
置
転
換
は
、
同
様
に
、E

P
M

で
の

収
容
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
・
２
・
１
｜
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
最
初
の
配
置

拘
禁
さ
れ
る
少
年
は
全
て
、
た
と
え
短
期
間
で
あ
っ
て
も
、
可
能

な
限
り
最
良
の
状
況
で
刑
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

施
設
の
選
択
は
そ
の
目
的
に
応
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
手
続
は
、
被
有
罪
宣
告
者
の
状
況
に
関
す

る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
集
約
す
る
こ
と
か
ら
な
る
。
即
ち
、
対
象
者
の

性
別
、
年
齢
、
刑
事
上
の
種
別
、
前
歴
、
身
体
的
及
び
精
神
的
健
康

状
態
、
人
格
、
適
性
、
社
会
復
帰
の
可
能
性
、
家
族
関
係
、
一
般
的

に
い
え
ば
、
最
適
な
配
置
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
当
局
に
そ
の

判
断
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
情
報
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
全
て
の
デ
ー
タ
は
、
施
設
長
の
責
任
の
下
、
オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
記
録
に
集
約
さ
れ
る
。

上
記
記
録
に
添
付
さ
れ
た
書
類
及
び
上
記
記
録
に
含
ま
れ
る
意
見

は
、
ケ
ア
の
学
際
性
の
現
れ
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
学
際
的

チ
ー
ム
の
会
議
に
お
け
る
意
見
と
総
括
の
対
象
と
な
り
う
る
。
実
際
、

理
解
さ
れ
る
べ
き
は
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
け
る
被
拘
禁
者
の
人
格

で
あ
る
。
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オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
拘
禁
期
間
の
動
態
的
管
理
及
び
刑
を

言
い
渡
さ
れ
た
者
の
再
社
会
化
の
準
備
を
可
能
に
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

拘
禁
の
残
刑
期
間
が
三
カ
月
を
超
え
る
被
有
罪
宣
告
少
年
に
と
っ

て
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
義
務
的
で
あ
る
（
刑
事
訴
訟
法
典
第

D.
七
五
条
）。

拘
禁
の
残
刑
期
間
」
は
、
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
日

を
基
準
に
、
自
動
的
に
付
与
さ
れ
る
刑
の
軽
減
分
を
差
し
引
き

（C
R
P

）、
刑
事
情
報
カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
る
残
刑
期
と
理
解
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

適
宜
、
残
刑
が
三
カ
月
以
下
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
学
際
的
チ
ー

ム
は
、
施
設
変
更
を
有
益
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
観
点
か

ら
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
記
録
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

少
年
に
対
し
宣
告
さ
れ
る
懲
役
刑
の
期
間
が
短
期
で
あ
る
場
合
、

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
手
続
の
実
施
が
諸
機
関
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
続
期
間
は
、
配
置
決
定
に
有
用
な
あ

ら
ゆ
る
人
格
的
要
素
を
収
集
し
、
拘
禁
場
所
の
変
更
の
時
宜
性
を
評

価
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

施
設
長
は
、
義
務
的
な
も
の
で
あ
れ
任
意
な
も
の
で
あ
れ
、
オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
検
討
さ
れ
る
各
被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
て
、
オ

リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
記
録
を
作
成
す
る
。

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
記
録
は
、
施
設
長
の
責
任
の
下
、
学
際
的

チ
ー
ム
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
。
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
七
六
条
乃
至
第

D.
七
九
条
に
従
い
、
当
該
記
録
は
、
以
下
の
こ
と
を
含
む
。

必
要
的
意
見
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
七
六
条
）

｜
少
年
司
法
保
護
局
の
意
見
、

｜
刑
罰
適
用
判
事
に
割
当
て
ら
れ
る
職
務
を
行
使
す
る
少
年
係
判

事
の
意
見
、

｜
必
要
に
応
じ
て
、
少
年
の
状
況
を
日
常
的
に
よ
く
知
る
少
年
係

判
事
の
意
見
、

｜
施
設
長
の
提
案
、

｜
少
年
の
意
見
、

｜
親
権
保
持
者
ま
た
は
少
年
の
法
的
代
理
人
の
意
見
。
普
通
郵
便

の
受
領
証
付
き
書
留
の
送
付
に
よ
り
当
該
意
見
を
表
明
す
る
こ

と
が
推
奨
さ
れ
る
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
五
一
五
条
）。

聴
取
が
望
ま
し
い
意
見

｜
学
際
的
チ
ー
ム
の
意
見
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
五
一
四
条
）、

｜
共
和
国
検
事
の
意
見
、

｜
裁
判
長
が
有
益
で
あ
る
と
評
価
す
る
場
合
、
有
罪
を
宣
告
し
た

裁
判
長
の
意
見
、

｜
少
年
の
状
況
を
認
識
す
べ
き
全
機
関
の
意
見
。

一
貫
し
、
精
確
で
、
根
拠
の
あ
る
意
見
の
収
集
は
、
管
轄
権
限
を

有
す
る
当
局
が
自
ら
の
決
定
の
理
由
を
支
え
る
こ
と
を
可
能
と
す
る

（法政研究85-２- ）202 606

資 料



の
に
必
要
不
可
欠
な
前
提
と
な
る
。

１
・
２
・
２
｜
配
置
変
更

施
設
へ
の
到
着
と
配
置
変
更
の
請
求
と
の
間
の
必
要
最
低
期
間
に

関
し
て
い
か
な
る
規
定
も
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
配
置
変

更
は
、
当
事
者
の
状
況
の
進
展
が
そ
の
変
更
を
正
当
化
す
る
場
合
に

し
か
生
じ
え
な
い
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
八
二
条
）。

特
に
、
以
下
の
理
由
が
問
題
と
な
り
う
る
。

｜
刑
の
執
行
計
画
、

｜
家
族
の
状
況
の
変
化
、

｜E
M
P

ま
た
はQ

M

体
制
と
相
い
れ
な
い
被
拘
禁
者
の
態
度
、

｜
成
人
年
齢
へ
の
到
達
、

｜
被
拘
禁
者
の
健
康
状
態
、

｜
刑
の
修
正
措
置
の
実
施
、

｜
公
の
秩
序
を
乱
す
危
険
。

最
初
の
配
置
に
関
し
て
と
同
様
、
施
設
長
は
、
請
求
の
理
由
を
証

明
し
う
る
要
素
を
含
む
記
録
を
作
成
す
る
任
を
負
う
（
刑
事
訴
訟
法

典
第
D.
八
二

一
条
）。

当
該
書
類
は
、
特
に
、
家
族
関
係
の
維
持
に
関
す
る
要
素
、
及
び
、

出
所
準
備
の
た
め
に
検
討
さ
れ
て
い
る
方
法
を
考
慮
し
つ
つ
、
検
討

さ
れ
て
い
る
配
置
変
更
の
関
連
要
素
の
総
括
を
作
成
し
、
配
置
変
更

に
関
す
る
詳
細
な
意
見
を
形
成
す
る
任
を
負
う
少
年
司
法
保
護
局
の

機
関
へ
送
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
書
類
は
、
同
様
に
、
進
行
中
の
手
続
に
有
益
な
あ
ら
ゆ
る
要

素
を
施
設
に
介
入
す
る
看
護
者
（
一
般
医
、
精
神
学
者
、
心
理
学
者
、

…
）
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
当
該
看
護
者
に
も
送
付
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

・
施
設
長
に
よ
り
発
せ
ら
れ
る
請
求

施
設
長
は
、
以
下
の
理
由
の
一
つ
に
つ
き
、
被
有
罪
宣
告
少
年
の

配
置
変
更
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｜E
P
M

ま
た
はQ

M

の
体
制
と
相
い
れ
な
い
態
度
ま
た
は
適
性
、

｜
施
設
の
適
正
な
秩
序
維
持
、

｜
被
拘
禁
者
の
利
益
、

｜
成
人
年
齢
へ
の
到
達
、

｜
拘
禁
の
特
別
な
条
件
を
要
す
る
健
康
状
態
の
変
更
。

当
該
書
類
は
、
書
式M

A

一
二
七
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
当
該

書
式
に
正
確
に
情
報
が
記
入
さ
れ
る
。

・
少
年
に
よ
り
発
せ
ら
れ
る
請
求

有
罪
宣
告
を
受
け
た
被
拘
禁
者
は
、
施
設
長
に
配
置
変
更
を
請
求

す
る
権
利
を
有
す
る
。

当
該
請
求
は
、
家
族
へ
の
接
近
、
社
会
復
帰
の
見
込
み
、
ま
た
は
、

刑
の
執
行
計
画
、
拘
禁
体
制
の
変
更
へ
の
強
い
意
志
、
職
業
訓
練
な
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ど
に
よ
り
理
由
づ
け
ら
れ
う
る
。

施
設
長
は
、
そ
の
際
、
配
置
変
更
の
記
録
を
精
査
す
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
る
。

当
該
書
類
は
、
書
式M

A

一
二
八
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
当
該

書
式
に
正
確
に
情
報
が
記
入
さ
れ
る
。

１
・
３
｜
割
振
り
手
続
と
は
関
係
し
な
い
収
監
場
所
の
修
正

あ
ら
ゆ
る
割
振
り
手
続
の
他
、
被
拘
禁
少
年
が
被
告
人
で
あ
れ
、

被
有
罪
宣
告
者
で
あ
れ
、
被
拘
禁
少
年
の
施
設
管
理
上
の
移
送
が
同

様
に
行
わ
れ
う
る
。

１
・
３
・
１
｜E

P
M

ま
た
はQ

M

の
収
容
率
を
調
整
す
る
た
め
の

移
送

こ
の
移
送
は
、
過
剰
収
容
か
ら
生
じ
る
不
都
合
を
改
善
し
、
よ
り

適
し
た
受
入
れ
条
件
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
故
、

こ
の
措
置
の
発
動
は
、
緊
急
性
を
有
す
る
場
合
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
配

置
に
優
先
す
る
個
別
化
の
同
様
の
配
慮
に
よ
り
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
可
能
な
限
り
、
対
象
者
の
意
思
に
基
づ
い
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
収
容
率
の
調
整
を
可
能
と
す
る
移
送
の
発
動
は
、

そ
の
移
送
管
理
が
別
の
方
法
の
対
象
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
被
拘
禁

者
の
移
送
を
行
う
機
会
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

顕
著
な
緊
急
性
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
以
下
の
被
拘
禁
者
に
対
し

て
は
、
こ
の
種
の
移
送
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

｜
頻
繁
に
訪
れ
る
面
会
人
を
受
入
れ
て
い
る
者
、

｜
就
学
し
て
お
り
、
試
験
を
受
け
る
者
、

｜
刑
の
修
正
ま
た
は
拘
禁
代
替
の
真
摯
な
計
画
を
策
定
し
た
者
、

｜
職
業
訓
練
研
修
に
参
加
す
る
者
、

｜
不
適
応
行
動
を
と
る
者
。

施
設
長
は
、
被
拘
禁
者
（
被
告
人
ま
た
は
被
有
罪
宣
告
者
）
の
刑

法
上
の
立
場
に
適
合
し
た
内
容
の
記
録
を
作
成
す
る
任
を
負
う
。

１
・
３
・
２
｜
割
振
り
手
続
に
関
係
し
な
い
そ
の
他
の
移
送
の
場
合

被
拘
禁
少
年
は
、
以
下
に
よ
り
理
由
づ
け
ら
れ
る
移
送
の
対
象
と

な
り
う
る
。

｜
多
地
域
保
安
医
療
施
設
（U

H
S
I

）、
特
別
整
備
医
療
施
設

（U
H
S
A

）
、
ま

た

は
、
フ

レ
ー
ヌ

国

民

健

康

公

施

設

（E
P
S
N
F

）
へ
の
治
療
の
た
め
の
入
所
、

｜
刑
の
修
正
の
実
施
。

１
・
４
｜
女
子
少
年

刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七

九

一
〇
条
は
、
女
子
少
年
と
同
性
の

職
員
の
監
視
の
下
、
そ
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト
で
女
子
少
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年
を
受
入
れ
る
と
い
う
原
則
を
定
立
す
る
。

被
拘
禁
女
子
少
年
の
孤
立
を
防
ぐ
た
め
、
施
設
内
で
単
独
で
拘
禁

さ
れ
な
い
よ
う
、
厳
格
な
方
法
で
、
監
督
す
る
べ
き
で
あ
る
。
国
内

全
土
に
わ
た
り
、
被
拘
禁
女
子
少
年
を
受
入
れ
る
余
地
の
あ
る
施
設

の
限
定
数
の
決
定
は
、
こ
の
孤
立
を
防
止
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

被
有
罪
宣
告
女
子
少
年
は
、
で
き
る
限
り
、
同
じ
一
つ
の
施
設
に

統
合
さ
れ
る
。
被
告
女
子
少
年
が
問
題
と
な
る
場
合
、
特
に
、
女
子

少
年
を
既
に
受
入
れ
て
い
る
施
設
を
司
法
当
局
へ
示
す
こ
と
に
よ
り
、

司
法
当
局
に
注
意
喚
起
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
た
、
決
定
さ
れ
た
配
置
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
れ
、
女
子
少
年
は
、
少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
に
よ
る
継
続
的
な

教
育
的
監
督
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
監

督
は
、
男
女
混
合
的
状
況
に
お
い
て
な
さ
れ
う
る
。

指
導
員
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七

六

一
八
条
に
添
付
さ
れ

る
行
刑
施
設
の
標
準
的
内
部
規
則
第
一
条
に
従
い
、
男
性
職
員
を
含

み
う
る
。

女
子
の
夜
間
宿
泊
は
、
同
性
の
職
員
の
監
視
の
下
、
男
子
の
ユ

ニ
ッ
ト
と
は
区
別
さ
れ
た
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
に
お
い
て
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七

九

一
〇
条
）。
こ
の
こ

と
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
ま
た
、
施
設
長
の
権
限
の
下
、
男
性
の
上

級
職
員
が
女
子
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
に
介
入
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
（
刑

事
訴
訟
法
典
第
D.
二
二
二
条
）。

（
大
貝
葵
）

Ⅱ
｜
少
年
に
特
化
し
た
行
刑
施
設
ま
た
は
少
年
区
画
へ
の
若
年
成
人

の
例
外
的
据
置

２
・
１
｜
若
年
成
人
の
状
況
の
評
価

被
拘
禁
少
年
の
ケ
ア
の
特
殊
性
を
尊
重
し
、
か
つ
、
少
年
と
成
年

者
の
分
離
原
則
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
若
年
被
拘
禁
者
は
、
成
人

す
れ
ば
直
ち
に
、
成
人
の
拘
禁
場
所
に
収
容
さ
れ
る
方
が
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
成
人
に
な
っ
て
ケ
ア
の
タ
イ
プ
や
環
境
が
変
化

す
る
こ
と
で
、
し
ば
し
ば
不
意
の
断
絶
が
生
じ
る
。
こ
の
断
絶
は
、

収
容
の
終
了
段
階
で
成
人
す
る
日
が
近
づ
い
て
く
る
場
合
に
、
教
育

的
機
能
を
危
う
く
し
か
ね
な
い
。

拘
禁
中
に
成
人
年
齢
に
達
す
る
被
拘
禁
者
は
、
そ
の
者
の
人
格
及

び
拘
禁
中
の
行
動
が
そ
れ
を
正
当
化
す
る
場
合
、
本
人
の
同
意
の
下
、

刑
事
訴
訟
法
典
第
R.
五
七

九

一
一
条
に
基
づ
き
、
一
八
歳
六
ヶ
月

ま
で
、
少
年
に
特
化
し
た
行
刑
施
設
ま
た
は
少
年
区
画
に
据
置
か
れ

う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
刑
罰
修
正
の
準
備
の
枠
内
で
、

有
益
性
が
証
明
さ
れ
る
。

学
際
的
チ
ー
ム
は
、
成
人
し
よ
う
と
し
て
い
る
各
少
年
の
状
況
を
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評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
少
年
の
意
見
が
顧
慮
さ
れ
る
。

学
際
的
チ
ー
ム
が
賛
成
意
見
を
出
す
場
合
、
施
設
長
は
、
据
置
の
提

案
を
書
面
で
、
被
有
罪
宣
告
者
に
つ
い
て
は
行
刑
機
関
の
地
域
間
局

長
に
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
D.
八
〇
条
）、
被
告
人
に
つ
い
て
は
手
続

書
類
が
係
属
さ
れ
る
司
法
官
に
（
同
法
典
第
D.
五
三
条
）
伝
達
す
る
。

施
設
長
は
、
こ
の
た
め
に
委
託
を
受
け
た
場
合
、
行
刑
当
局
の
決
定

権
限
に
鑑
み
、
自
ら
決
定
を
下
す
。
同
時
に
、
少
年
司
法
保
護
局
の

機
関
の
長
は
、
参
考
ま
で
に
同
じ
提
案
を
少
年
司
法
保
護
局
の
地
域

局
長
に
伝
達
す
る
。

２
・
２
｜
若
年
成
人
の
権
利
及
び
義
務

こ
の
据
置
は
、
成
人
と
い
う
法
的
地
位
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
結

果
と
し
て
例
外
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
、
成
人
す
る
被
拘
禁
者
の
同

意
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
え
な
い
。
実
際
、
若
年
成
人
は
、
収
容
さ

れ
る
施
設
の
運
用
規
則
に
引
き
続
き
従
う
。
故
に
、
未
成
年
で
あ
る

こ
と
ま
た
は
施
設
の
性
質
に
起
因
す
る
制
限
ま
た
は
禁
止
は
全
て
、

当
該
若
年
成
人
に
課
さ
れ
続
け
る
。

逆
に
、
対
象
者
の
法
的
性
質
は
、
個
人
的
な
権
利
の
行
使
及
び
法

律
上
の
義
務
の
履
行
に
つ
き
、
成
人
を
迎
え
る
誕
生
日
に
修
正
さ
れ

る
。
成
人
す
る
被
拘
禁
者
は
、
成
人
の
懲
戒
体
制
に
服
し
、
親
権
行

使
に
関
す
る
規
定
は
も
は
や
適
用
さ
れ
な
い
。

重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
新
た
な
権
利
及
び
義
務
が
若

年
成
人
に
よ
っ
て
明
瞭
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
内

部
規
則
が
成
人
へ
の
移
行
と
結
び
つ
い
た
ケ
ア
体
制
の
修
正
を
詳
細

に
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。

数
ヶ
月
の
間
、
少
年
に
特
化
し
た
行
刑
施
設
ま
た
は
少
年
区
画
に

据
置
か
れ
る
、
成
人
す
る
被
拘
禁
少
年
は
、
判
事
の
こ
れ
に
反
す
る

決
定
が
な
い
限
り
、
出
所
ま
で
、
少
年
司
法
保
護
局
の
教
育
機
関
に

よ
っ
て
継
続
し
て
監
督
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
若
年
成
人
は
、
当
該

施
設
が
所
在
す
る
県
の
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
（S

P
IP

）
に
よ
っ

て
監
督
さ
れ
る
。

他
方
、
一
三
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の
少
年
被
告
人
と
若
年
被
拘
禁

成
人
の
分
離
が
で
き
な
い
場
合
、
被
拘
禁
成
人
は
移
送
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ケ
ア
に
お
け
る
不
意
の
断
絶
を
回
避
す
る
た
め
、
社

会
復
帰
・
保
護
観
察
局
と
連
携
し
つ
つ
、
こ
の
移
送
を
準
備
す
る
の

は
、
学
際
的
チ
ー
ム
の
任
務
で
あ
る
。

少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
が
可
及
的
速
や
か
に
若
年
成
人
の
状
況

に
関
す
る
情
報
を
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
施
設
長
は
、
可
能
な
限
り
、
移
送
に
つ
き
少
年
司
法

保
護
局
の
機
関
に
通
知
す
る
。

新
た
な
施
設
の
内
部
で
、
こ
の
若
年
成
人
は
、
受
入
れ
場
所
の

「
到
達
」
行
程
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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少年の拘禁体制に関する二〇一三年五月二四日の通達（１)（フランス刑事立法研究会（訳）)



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 5.827 x 8.268 インチ / 148.0 x 210.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): オリジナル
      

        
     32
            
       D:20181015140141
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     No
     641
     328
    
     None
     Left
     595.2756
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     18.4252
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0e
     QI+ 3
     1
      

        
     0
     13
     12
     13
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



